
令和６年度新たな住民税非課税世帯等に対する
小金井市物価高騰対策給付金(10万円/1世帯)

給付金対象者判定フローチャート

令和６年１月以降
に予期せず家計が急
変したことで収入が
減少し、世帯全員が
住民税所得割非課税
相当になった。

令和６年度の住民税均
等割が非課税である。
または住民税均等割の
みが課税である。

令和5年度の給付金の対象ではなかった

令和６年６月３日時
点で、小金井市に住
民登録されている。

支給対象の可能性があります
（非課税世帯または均等割
のみ課税世帯向け）

支給対象の可能性があ
ります。
（家計急変世帯向け）
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こちらに該当する場合で、確認書等が
送られていない方はコールセンターへ
お問い合わせください。

「家計急変世帯分申請書」に
必要事項をご記入のうえ申請
してください。
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